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下記の構造方法又は建集材料については、建築基準法第68条の26第1項

（同法第88粂第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法

第2粂第九号及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合するも

のであることを認める。

記

1．認定番号

NM－0261

2．認定をした構造方法又は建築材料の名称

アクリルウレタン系樹脂塗装／不燃材料（金属板を除く）

3．認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り



別　添

1．一般名

アクリルウレタン系樹脂塗装／不燃材料（金属板を除く）

2．用部位

壁又は天井

3．材料構成等

項　目 �内　容 

形状・寸法等 �形状 ��平板 

表面の形状 ��平滑又はエンボス（エンボス最大深さ：0．1mm） 

組成・構成等 �基材 ��金属板を除く数種類の不燃材料（ただし、表面に化 

柾等が施されていないものとする。） 

下地表面処理剤 ��ウレタン系樹脂 

（シーラー） ��質量（g／m2）：25（圃）以下 

有機質量（g／m2）：25（固）以下 

化粧鱒 �上塗 �質量25g／m2（固）以下 �総摩： 

アクリル ��有機質量25g／m2（固）以下 �0．2mm以下 質量： 中塗 �質量250g／m2（囲）以下 

ウレタン系 樹脂塗料 ��有機質量60g／m2（固）以下 �325g／m2（固）以下 有機質量： 

下塗 �質量50g／m2（固）以下 

有機質量21g／m2（固）以下 �106g／m2（固）以下 

4．構成断面等

（1）化粧層

アクリルウレタン系樹脂塗料

（2）下地表面処理剤

ウレタン系樹脂

（3）基材

金属板を除く数種類の不燃材料

（ただし、表面に化粧等が施さ

れていないものとする。）
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